
   ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 定 住 少 子 化 対 策 事 業 と し て 、 松 田 町 内 （

以 下 「 町 内 」 と い う 。 ） で 同 窓 会 を 行 う 者 に 対 し 、 そ の 参 加

人 数 に よ り 算 定 し た 額 を 松 田 町 商 工 振 興 会 の 発 行 す る 商 品 券

（ 以 下 「 商 品 券 」 と い う 。 ） で 交 付 し 、 ふ る さ と の 松 田 町 を

離 れ 生 活 拠 点 を 他 都 道 府 県 、 他 市 町 村 に 築 い た 松 田 町 出 身 者

た ち が 、 親 し い 友 人 と の 懇 親 の 中 で 、 定 住 少 子 化 対 策 等 を 話

題 に し 、 ふ る さ と へ の 思 い を 改 め て 感 じ る 機 会 を 提 供 す る こ

と で 、 定 住 人 口 の 拡 大 と 地 域 の 活 性 化 に 資 す る こ と を 目 的 と

し て 、 町 内 に お い て 開 催 さ れ る 同 窓 会 に 要 す る 経 費 の 一 部 に

つ い て 、 ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 （ 以 下 「 助 成 金 」

と い う 。 ） を 交 付 す る も の と す る 。 そ の 交 付 に つ い て は 、 こ

の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成

１ ３ 年 松 田 町 規 則 第 １ ２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

（ 対 象 と な る 同 窓 会 ）  

第 ２ 条  交 付 対 象 と な る 同 窓 会 （ 以 下 「 同 窓 会 」 と い う 。 ） は 、

町 内 の 小 中 学 校 を 卒 業 し た ２ ０ 歳 以 上 の 者 に よ り 行 う 同 一 小

中 学 校 の 学 年 単 位 若 し く は 学 級 単 位 （ 複 数 の 学 級 で 行 う も の

も 含 む 。 ） の 同 窓 会 と し て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る

も の と す る 。  

( 1 )  町 内 で 開 催 さ れ る こ と 。  

( 2 )  １ ０ 人 以 上 の 参 加 で 開 催 さ れ る も の で 、 う ち 町 外 居 住  

者 が ５ 人 以 上 参 加 す る も の 。 た だ し 、 １ 年 以 内 に こ の 助

成 金 の 交 付 を 受 け て 開 催 さ れ た 同 窓 会 に 参 加 し た 者 は 出

席 人 数 に 含 ま れ な い も の と す る 。  

 （ 交 付 の 要 件 ）  

第 ３ 条  助 成 の 要 件 は 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  同 窓 会 の 世 話 人 の 代 表 者 で 助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と  
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す る 者 （ 以 下 「 幹 事 」 と い う 。 ） は 同 窓 会 の 参 加 者 へ 、

町 が 提 供 す る パ ン フ レ ッ ト 等 の 配 布 及 び 周 知 を 行 う こ と 。  

( 2 )  幹 事 は 同 窓 会 の 中 で 、 町 が 進 め る 施 策 に つ い て の 情 報

提 供 を す る こ と 。   

 （ 助 成 金 の 額 等 ）  

第 ４ 条  同 窓 会 に 対 す る 助 成 金 の 額 は 出 席 人 数 に ２ ， ０ ０ ０ 円

を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と す る 。 た だ し 、

同 じ 同 窓 会 へ の 助 成 金 の 交 付 は ３ 年 に １ 回 を 限 度 と す る 。  

２  助 成 金 は 同 額 の 商 品 券 で 交 付 す る 。  

 （ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  幹 事 は 同 窓 会 開 催 予 定 日 の １ ４ 日 前 ま で に 、 ふ る さ と

松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に

掲 げ る 書 類 を 添 え 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 ( 2 )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、 要 件 に 該 当 し 適 当 と 認 め た と き は 、 ふ る さ と

松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を

も っ て 通 知 す る 。 な お 、 助 成 金 を 交 付 し な い と き は 、 ふ る さ  

と 松 田 同 窓 会 開 始 支 援 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）  

に よ り 、 通 知 す る も の と す る 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 通 知 後 に は 、 速 や か に  

助 成 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  幹 事 は 商 品 券 を 受 領 し た こ と を 証 す る た め に ふ る さ と 松 田

同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 （ 商 品 券 ） 受 領 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 町

長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 申 請 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ７ 条  前 条 に 規 定 す る 交 付 決 定 通 知 書 を 受 理 し た 幹 事 は 、 当

該 申 請 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 ふ る さ と 松 田 同 窓



会 開 催 支 援 助 成 金 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 町 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 変 更 申 請 書 の 内 容 を 審 査 の う え 、 ふ る さ と

松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） 又

は ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 変 更 不 承 認 通 知 書 （ 様

式 第 ８ 号 ） に よ り 幹 事 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 同 窓 会 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 の 措 置 ）  

第 ８ 条  幹 事 は 、 交 付 決 定 を 受 け た 同 窓 会 が 助 成 要 件 を 満 た さ

な く な っ た と き は 、 直 ち に ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成

金 取 下 げ 申 請 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 取 下 げ が あ っ た と き は 、

当 該 申 請 に 係 る 助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

 （ 交 付 決 定 の 取 り 消 し 及 び 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  町 長 は 、 幹 事 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ( 1 )  こ の 要 綱 の 規 定 及 び 助 成 金 の 交 付 決 定 に 付 し た 要 件 に

違 反 し た と き 。  

 ( 2 )  虚 偽 又 は 不 正 な 申 請 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

 ( 3 )  同 窓 会 を 開 催 し な い 又 は 同 窓 会 の 要 件 を 満 た さ な い と

き 。  

 ( 4 )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め た と き 。  

２  町 長 は 、 前 条 第 ２ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 決

定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し た と き は 、 ふ る さ と 松 田 同 窓 会

開 催 支 援 助 成 金 交 付 決 定 （ 一 部 ） 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ）

に よ り 、 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

３  町 長 は 、 助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し た 場

合 に お い て 、 助 成 金 の 当 該 取 り 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 既 に

助 成 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支

援 助 成 金 返 還 通 知 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に よ り 、 期 限 を 定 め て



返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  幹 事 は 、 同 窓 会 を 開 催 し た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を

経 過 す る 日 ま で に 、 ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 実 績

報 告 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え 、 町 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  ふ る さ と 松 田 同 窓 会 開 催 収 支 決 算 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）  

 ( 2 )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 助 成 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 実 績 報 告 書 を

審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 金 額 を ふ る

さ と 松 田 同 窓 会 開 催 支 援 助 成 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ）

に よ り 幹 事 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 １ ２ 条  松 田 町 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ２ ５ 日 条 例

第 ２ 号 ） に 定 め る 暴 力 団 員 及 び そ の 者 を 含 む 世 帯 に 属 す る 者

は 、 い か な る 場 合 に も こ の 要 綱 の 適 用 を 受 け る こ と が で き な

い も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 助 成 金 の 交 付 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


